
令和３年９月定例会

地域振興対策特別委員会会議録

令和３年９月22日

場 所 第４委員会室





- 1 -

令和３年９月22日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．防災・減災の取組と防災力強化のための

人材育成の取組について

○協議事項

１．県外・県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 脇 谷 のりこ

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 外 山 衛

委 員 右 松 隆 央

委 員 武 田 浩 一

委 員 安 田 厚 生

委 員 山 下 寿

委 員 太 田 清 海

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

危機管理統括監 小 田 光 男

危 機 管 理 局 長
日 髙 正 勝

兼 危 機 管 理 課 長

消 防 保 安 課 長 佐 藤 勝 重

総 務 課 長 佐 藤 彰 宣

事務局職員出席者

政策調査課主査 飛 田 真志野

政策調査課主査 菊 地 潤 一

○脇谷委員長 ただいまから地域振興対策特別

委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）を御覧ください。

本日は、総務部から説明いただきます。その

後、委員会の県内調査等について御協議いただ

きたいと思いますが、このように取り進めてよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○脇谷委員長 委員会を再開いたします。

本日は、総務部においでいただきました。

執行部の紹介については、お手元に配付の出

席者配席表に代えさせていただきます。

それでは、総務部から概要説明をお願いいた

します。

○小田危機管理統括監 危機管理局でございま

す。

本日はお手元にお配りしております資料の目

次にありますとおり、防災・減災の取組と防災

力強化のための人材育成の取組について御説明

いたします。

詳細につきましては、危機管理局長から御説
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明させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。

○日高危機管理局長 それでは、防災・減災の

取組と防災力強化のための人材育成の取組につ

いて御説明をいたします。

委員会資料の１ページをお願いします。

初めに、防災・減災の取組についてでござい

ます。

まず（１）の大規模災害に備えた減災・応急

体制のア地震・津波の被害想定についてであり

ます。

南海トラフ巨大地震対策としましては、県全

体の被害想定を明らかにした上で、施策を推進

していく必要があることから、令和元年度に最

新のデータを用いて、これまでの減災対策の効

果も反映させた更新調査を行ったところでござ

います。

表にありますとおり、前回の平成25年度の調

査結果と比較しますと、建物の全壊被害が9,000

棟減り約８万棟、死者は２万人減って約１

万5,000人となっております。

県では、新・宮崎県地震減災計画を策定し、

津波避難施設の整備や県民の防災意識の啓発な

ど、ハード・ソフトの両面から防災・減災に向

けた取組を進めております。

当面の減災目標としましては、建物の耐震化

率や早期避難率を高めることにより、今、約１

万5,000人と想定しております人的被害を2,700

人にまで軽減できると試算しており、高齢者や

障がい者、乳幼児など、特に配慮を要する方々

への支援対策を充実させることにより、さらな

る被害軽減を図ってまいります。

次に、イの防災・減災に向けた取組について

であります。減災計画に基づいて進めておりま

す具体的な事業について御説明いたします。

まず、（ア）減災力強化推進事業についてです

が、市町村が実施する津波避難施設の整備をは

じめ、避難場所や避難経路の整備等に対して県

が支援するものでございます。

この事業は平成25年度からの継続事業でござ

いまして、これまでに下の写真にありますとお

り、市町村が行う津波避難タワーや避難所に設

置する災害用応急給水タンクの整備などに対し

て補助を行っているところでございます。

写真の下に、津波避難施設の整備計画につい

て記載しておりますが、建設が計画されており

ます26基のうち、現在25基が完成しており、延

岡市の残り１基につきましても今年度中に完成

予定と伺っております。全て完成しますと、一

応、県内の津波避難困難地域は解消されること

となります。

２ページになります。ウの応急体制の構築に

向けた取組についてであります。

まず、（ア）の応急対策受援体制構築支援事業

でありますが、大規模災害発生時等に国や他の

自治体からの人的・物的支援を円滑かつ確実に

受け入れるため、市町村が策定している受援計

画等に定める業務に必要なパレットやハンドリ

フト等の資機材の購入に対して、県が支援する

ものであります。

次に、（イ）大規模災害に備えた燃料備蓄・供

給体制整備事業についてです。

この事業は、大規模災害時における給油所の

被災や燃料不足に備えて、救助活動拠点等に災

害時専用の臨時給油設備を導入するとともに、

防災救急ヘリコプター用の備蓄燃料庫を整備す

るものであります。

下の左側の写真にありますとおり、東日本大

震災時は、燃料を求めてガソリンスタンドに長

蛇の列ができ、救助活動や物資の輸送等を行う
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緊急通行車両への給油に支障を来たしたことか

ら、右の絵のように、移動が容易にできてタン

クローリーと直結して、安全に燃料を給油でき

る災害時専用の臨時給油設備を導入するもので

あります。

この設備の導入については、国庫補助事業を

活用予定で、今年度に２台、来年度に３台の計

５台を導入する予定にしております。

次に、（ウ）の大規模災害時における物資の安

定供給調査事業についてでございます。

昨年度、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、マスクや消毒液を備蓄物資に追加したこと

などにより、備蓄場所の確保が困難になったこ

とや、備蓄品の配置や数量に偏りが生じている

など、課題がありましたことから、備蓄物資を

効率的に避難所等に供給できるよう、備蓄場所

や備蓄量、備蓄施設の整備・改修費などに関す

る調査を行うこととしております。

次に、（エ）災害備蓄物資の備蓄状況について

ですが、災害救助法が適用されるような大規模

災害が発生した場合、国から生活支援物資が供

給されることになりますが、物資が到着するの

は、早くても発災後４日目以降と言われており

ますことから、発災後３日間は、県内で調達す

ることが必要となっております。

このため、県では、宮崎県備蓄基本方針に基

づき、被災者の生活に最低限必要な物資として、

食料や毛布、簡易・携帯トイレ、紙おむつなど10

品目を計画的に備蓄をしております。

３ページを御覧ください。災害時応援協定の

締結状況についてであります。

災害時の応急・復旧対策を迅速に実施すると

ともに、被災者が必要とする物資等を優先的に

供給していただくため、民間事業者等と災害時

の応援協定を締結しており、８月末現在で116件

締結しております。

代表的なものとしまして、以下のような企業

や団体等と協定を締結しているところでござい

ます。

次に、防災・減災の取組の２つ目ですが、（２）

県民の防災意識の向上のための啓発・広報の取

組についてであります。

はじめに、アの避難に関する基本姿勢と分か

りやすい情報のための工夫について御説明いた

します。

温暖化等に伴い気象状況が激化しており、毎

年のように各地で豪雨災害が発生しております。

しかしながら、行政職員の人員は限られており、

従来の行政主導の対策には限界がございます。

こういったことから、住民は「自らの命は自

らが守る」、いわゆる自助の意識を持ち、行政は、

住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援

する社会を目指すことを基本姿勢とする必要が

ございます。

そこで、住民の適切な避難行動のため、行政

が行う支援の１つ目が、分かりやすい避難情報

の発信であります。

まず、アの警戒レベルの設定についてであり

ますが、４ページの上の図を御覧ください。

一番左に、警報レベルとあります。これは、

災害発生の高まりに応じて、住民が取るべき行

動を５段階に分け、市町村が発令する避難指示

などの行動を住民に促す情報と、気象庁が発表

する大雨警報など、行動を取る際の参考となる

防災気象情報を警戒レベルに対応させることで、

出された情報から取るべき行動を直感的に理解

しやすいものとしているところでございます。

３ページにお戻りください。今年５月に災害

対策基本法が改正され、警戒レベル４に位置づ

けられていた避難勧告と避難指示を避難指示に
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統一することで分かりやすくするとともに、避

難のタイミングを明確にしております。

また、早期避難を促すターゲットや取るべき

行動を明確にするため、警戒レベル３の避難準

備・高齢者等避難開始という文言を高齢者等避

難へ、また、警戒レベル５の災害発生情報を緊

急安全確保へ、名称の変更を行っております。

４ページをお開きください。住民の適切な行

動のための行政が行う支援の２つ目として、イ

の早期避難を後押しする防災情報リテラシーの

向上の取組についてでございます。

（ア）の防災啓発につきましては、先ほど説

明いたしました警戒レベルや避難情報等の理解

に加え、耐震化、早期避難、備蓄の３つの減災

行動を中心に、宮崎県防災の日や防災週間等の

機会を捉えて、テレビ、ラジオ、雑誌、ＳＮＳ

等を活用した情報発信や啓発イベントを行って

おります。

次に、（イ）の防災士出前講座についてでござ

います。

防災士の養成につきましては、後ほど御説明

いたしますが、県で養成した防災士を自主防災

組織や自治会、学校、企業等に講師として派遣

し、講話やワークショップを通して地域防災力

の向上を図っております。

住民が確実に避難するには、逃げ場所を決め

ておくことが必要でありますが、居住地や建物

の構造により異なるため、住民自身がハザード

マップでリスクを確認する必要があります。こ

の防災士出前講座では、地域のハザードマップ

を用いたワークショップを行い、よりきめ細か

い支援を行うことができます。

５ページをお開きください。

続きまして、２の防災力強化のための人材育

成等についてでございます。

（１）の地域防災力向上のための人材育成に

ついてであります。

防災意識の啓発や知識・技能の習得等に携わ

る地域防災リーダーの育成に取り組むとともに、

防災士を活用した避難所運営訓練等を通して、

自主防災組織の活動を支援し、共助の力の強化

を図っております。

初めに、アの防災士の養成と活用についてで

ございます。

防災士養成研修につきましては、家族や地域、

学校、事業所等における防災活動の中核人材を

育成するため、平成18年度から養成を開始し、

平成20年度からは、県がＮＰＯ法人日本防災士

機構から養成研修機関として認証を受け、養成

研修を実施しております。

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大

により、会場の人数制限を行ったため、新たに

防災士として登録された者は342名でしたが、例

年は約500名が新たに登録をされております。

（イ）の防災士出前講座につきましては、先

ほど説明したとおりでございます。昨年度はコ

ロナの影響より、実施回数が少なくなっており

ますが、例年は120回から170回実施し、約１万

人が受講しております。

（ウ）の地域防災力向上事業につきましては、

防災士が持つ防災に関する知識と防災士出前講

座で培われたワークショップのノウハウを活用

し、市町村が選定した地域に防災士を派遣し、

地区防災計画の策定や住民主体の避難所運営訓

練を市町村と連携しながら支援するものでござ

います。

地区防災計画については、後ほど御説明いた

します。

次に、イの防災力向上に係るセミナーや計画

作成支援を通じた人材育成についてでございま
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す。

（ア）の地域の防災セミナーにつきましては、

自主防災組織や地域住民を対象に、県内を２つ

のブロックに分けて、専門家を招聘し、講演会

を実施しております。

（イ）の地区防災計画・個別避難計画策定支

援研修につきましては、市町村職員、福祉関係

機関、防災士、自主防災組織の役員等を対象に、

地区防災計画及び在宅の避難行動要支援者に対

する個別避難計画の策定支援に関する研修であ

ります。今年度は、10月、12月、２月の３回に

わたって実施する予定でございます。

ここで、地区防災計画及び個別避難計画につ

いて、御説明いたします。

６ページを御覧ください。

まず、地区防災計画ですが、平成25年の災害

対策基本法において新たに創設されたもので、

地域コミュニティーによる共助の観点から、市

町村内の一定の地区の居住者及び事業者が行う

自発的な防災活動に関する計画であり、策定主

体は住民でございます。

計画策定の過程の中で、地域住民同士が地域

の特性やリスク、避難行動要支援者の存在を知

ることで、共助が育まれることが期待されてお

ります。

次に、個別避難計画でございます。避難行動

要支援者ごとに避難場所、緊急時の連絡先、避

難支援者の情報、避難時に配慮しなければなら

ない事項等を記載しておくもので、今年５月の

災害対策基本法の改正により、その作成が市町

村の努力義務となったところです。

市町村におきましては、限られた人員の中で、

効率的かつ実効性のある計画とするためには、

要支援者と平時から関わっている福祉専門職と、

災害時に最も近くに存在する地域の協力が不可

欠であり、それらをつなぐスキームづくりから

行わなければならないため、市町村の作業は難

航しております。

そのため、個別避難計画と、災害時の避難支

援者となり得る地域に関する地区防災計画の研

修を同時に開催することで、２つの計画の連動

を図り、市町村を支援しようというものでござ

います。

次に、ウの避難確保計画作成支援講習会につ

きましては、水防法等により義務づけられてい

る浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮

者利用施設における避難確保計画の作成及び市

町村における指導・助言体制を支援するため、

県土整備部や福祉保健部と連携して、施設管理

者及び市町村職員を対象に講習会を実施する予

定でございます。

（２）の自治体職員の防災力向上のための人

材育成についてでございます。

アの災害応急業務研修につきましては、市町

村の防災担当職員を対象に、受援や物資対策、

避難所運営の注意点など、災害応急対応に係る

研修を実施しております。

７ページをお開きください。

被災家屋の被害認定調査研修につきましては、

被害認定調査は被災者の生活再建に欠かせない

ものでございますが、災害時にしか発生しない

業務でありますため、ノウハウを持った職員が

少ない状況です。そのため、県及び市町村職員

を対象に研修を実施し、有事に備えるものでご

ざいます。

次に、（３）の消防団の強化・活性化のための

取組についてであります。

年々、消防団員数は減っており、地域防災の

中核として重要な役割を担う消防団員の数と質

を向上させるための県事業について、御説明い
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たします。

アのみやざき消防団活動加入・定着促進事業

についてであります。

若者や女性等の多様な人材の確保と、入団し

た団員の定着化を促進することを目的とした事

業であります。具体的には、若手や女性消防団

員による意見交換会を開催し、団員確保に係る

課題を把握し、消防団員募集活動に反映させる

とともに、女性消防団員活性化大会の開催によ

り、入団した団員を定着化させることを目指し

ております。

また、従来作成しております広報紙等につき

ましても、加入促進のチラシの配布対象を大学

生や高校生にシフトするとともに、その内容を

対象の目線に合ったものに見直すことで、募集

効果を高めることを目指しているところでござ

います。

イのみやざき消防団活動基盤確保事業につい

てであります。

消防団員が火災現場等で任務を達成するため

には、各種装備を的確に操作する技術と団員相

互の連携が不可欠であります。

消防団員がその訓練の成果を競い合うことで、

消防操法技術の錬成及び士気高揚を図り、消防

活動の充実発展に寄与することを目的として、

２年に一度、県消防操法大会を開催しておりま

す。

残念ながら、新型コロナウイルス感染症の影

響で、２年連続で開催を延期しております。

また、毎年、県内の消防団員、消防職員及び

消防関係者が一堂に会し、消防防災に功労があっ

た方々の表彰や消防団員及び消防職員の士気高

揚と防火防災思想の普及啓発を促進し、本県消

防の活性化に資することを目的とした県消防大

会を開催しております。

ウのみやざき消防団の日についてであります。

本県では、消防団員に対する感謝の意を表す

るとともに、消防団員の士気高揚と消防団への

加入促進を図るため、毎年３月の第３土曜日を

みやざき消防団の日と定めております。

これは、決算特別委員会における委員からの

御意見を踏まえ、平成31年３月に制定したもの

でございます。

令和２年度には、みやざき消防団の日に合わ

せて、テレビの県政番組での告知やラジオ番組

への出演のほか、当日、朝刊に、資料にありま

す広告を掲載するなど、メディアを活用した広

報啓発を行っております。

さらに、昨年から供用を開始した防災庁舎１

階の展示スペースに県内消防団が作成したＰＲ

パネルを展示するなど、県民へのＰＲに努めて

いるところですので、一度御覧ください。

次に、エの機能別消防団員制度についてであ

ります。

この制度は、通常の消防団活動に参加できな

い人が、能力や仕事の事情等に応じて特定の活

動にだけ参加する制度で、消防団の機能を補完

する役割を期待されているところでございます。

令和３年４月１日現在、13の消防団で661名の

機能別団員が所属しております。災害時の初期

対応や消防防災活動の支援、バイク隊による災

害情報の収集等の地域防災力を補完する役割を

担っております。

９ページをお開きください。

最後に、学生消防団員認証制度についてでご

ざいます。

この制度は、消防団員として地域貢献をした

大学生等の学生に対し、市町村長が証明書を交

付し、就職活動等で活用できるよう支援する制

度で、宮崎市、都城市、延岡市、日南市及び綾
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町で導入されております。

説明は以上でございます。

○脇谷委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら、御発言を

お願いします。

○河野委員 地区防災計画・個別避難計画策定

支援研修は、県が関わるというお話がありまし

た。市町村が限られた人材で計画を作成するこ

とは、市町村単独では難しいのではないかと思

い、先の一般質問でも県に質問をさせていただ

きました。国は、県と市それぞれにモデル都市

を設定して作成を進めることを示しており、延

岡市がモデル都市になったと思います。その動

きや県との関わりについて教えてください。

○日高危機管理局長 委員がおっしゃったよう

に、延岡市に手を挙げていただきまして、県と

共に国から指定を受けたところでございます。

今年度からの取組であり、今は打合せ等を進め

ております。県が市をどのような形で支援がで

きるのかや、市がどういった支援を希望するの

かなど、協議を行っているところでございます。

○河野委員 具体的なスケジュールはないとい

うことですか。

○日高危機管理局長 始めたところでございま

す。

○河野委員 了解しました。

○安田委員 避難タワーの設置について質問さ

せていただきます。

門川町、都農町、川南町は、避難タワーが設

置されない地域になっていると思いますが、地

域住民からは、避難タワーを設置してほしいと

いう思いをよく聞きます。この３町は、どうし

て避難タワーが整備されていないのか、詳しい

ことがわかれば教えてください。

○日高危機管理局長 具体的にそこの町のこと

ではないですが、この避難タワーの整備につき

ましては、県全体で26基が整備されるというこ

とで計画をされました。

国が言う津波避難困難地域は、沿岸部のほと

んどがそうなります。その全てに避難タワーを

造るというのは実際は難しいことです。既に津

波避難ビルや津波避難のための高台など1,300箇

所ほどが、避難場所として指定をされており、

そういった指定場所に避難することが難しい地

域に避難タワーを建築することが計画されてお

ります。

もちろん地元の方からすると、全ての場所に

避難タワーがある方が安心感はあるかもしれま

せんが、予算の都合もあり、全体として避難の

困難な方をなくすという計画で進められており

ます。

○安田委員 門川町は、避難経路の整備は進ん

でいるところですが、沿岸地域を抱えている町

としては、やはり避難タワーを一つほしいとい

う思いをしています。

港湾部局で、海側の堤防のかさ上げや防潮堤

の整備について話題になったこともあります。

そういう整備も必要と思いますが、やはり避難

タワーが１つ必要なのではないかという思いを

しています。

県から門川町に働きかけはできないのでしょ

うか。

○日高危機管理局長 一旦、計画した整備が取

りあえず終わるということでございます。随時

計画を見直しますし、この部分が足りないといっ

たものが出てくるのであれば、引き続き、必要

に応じて町と協議をしていきたいと思います。

○安田委員 門川町にもう一回、計画を検討し

ていただくようによろしくお願いします。

○山下委員 安田委員から川南町の名前が出ま
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したが、川南町の通山地区は、町の人口の１割

が住んでいると言われています。

川南町も避難タワーがなく、逃げる道も１本

しかありません。災害時にそこに千何人の人が

みんな集まると大変なことになると思います。

県も１万5,000人の死者を2,700人に減らす計

画があるなら、そういうところにも目を向けて、

町を指導していただきたいと思います。

○日高危機管理局長 実際に避難できるのかを

考えるときには、住民がどこにどういう施設が

あるかを知っており、そこに逃げる行動を取ら

なければ意味がありません。市町村は、住民そ

れぞれがどこに避難するのかや、それで大丈夫

なのかを細かく考えた上で、必要な施設を整備

するということになります。引き続き、町と話

をしていきたいと思います。

○蓬原委員 １ページについて、令和元年度の

調査で１万5,000人の人的被害が出るだろうとい

うことですが、理想は人的被害ゼロと思います。

人的被害を限りなくゼロに近づけていくことが

防災対策と思います。この１万5,000人の内訳は

どうなっているのでしょうか。

○日高危機管理局長 約１万5,000人のうち、津

波で亡くなられると推定されたのが１万2,000

人、残りの3,000人が建物の倒壊等による被害に

よるものです。

○蓬原委員 避難タワーの話題が出ましたが、

ハード整備が十分であるとすれば、ソフト面で

どう逃げるのかを考えることが大切と思います。

ハード整備が十分であると言えるかどうか分か

りませんが、ハード面が充実していても、避難

行動を取らないことには人的被害は少なくなり

ません。

ソフト面は機能的・機材的に、十分なのかを

教えてください。

○日高危機管理局長 施設を幾ら造っても、避

難につながらなければ被害は減りません。

地震や津波に対する予知の技術は徐々に進ん

でおりますので、予測が正確にでき、それを住

民が知ることができれば、避難につながると思

います。

また、新型コロナウイルスでも何でもそうで

すが、自分は大丈夫だと思う方がどうしてもい

らっしゃいます。そこを地域全体や先ほどから

話題に出ている防災士・自主防災組織などを中

心に、災害時は逃げるという意識を徹底しても

らいたいと思います。災害が起こったら、避難

を呼びかけ、住民がすぐに行動に移せる状態に

もっていけるように、啓発や研修を地道に続け

ていかなければいけないと考えております。

○蓬原委員 正常性バイアスの話と思います。

津波が発生したときに、その情報を聞きようの

ない状況にある人―例えば波乗りしている人

や海で泳いでいる人、浜辺で泳いでいる人、潮

干狩りをしている人、沿岸部を車で走っていて

ラジオをかけていなかった人などにどのように

情報を知らしめるかということも大切です。

東日本大震災のときは、ちょうど議会の休憩

時間で、私も空撮された映像をテレビで見てい

ました。かなり高い波がもう近くに来ていて、

道路が津波に飲みこまれるのは間違いないのに、

沿岸を車が走っていました。東日本大震災では

大変な被害が起きたわけですが、本県ではその

あたりの避難情報を知らしめるソフト面の対策

は何か考えているのでしょうか。

○日高危機管理局長 居住地以外の訪れている

先で危機状況を把握することはなかなか難しい

と思います。サーフィンなどで海にいる方に対

しては、各種団体が避難の印を統一するなどの

取組をしております。



- 9 -

令和３年９月22日（水曜日）

今はスマートフォンが情報提供の一番のツー

ルとして期待できると思います。プッシュ型で

情報を提供する技術は、徐々に研究されており

ますが、ピンポイントで、これをやれば良いと

いうところには至っておりません。情報提供の

ツールの整備や開発状況などをよく見ながら、

県民や観光客等に、何を周知啓発すればいいの

かを、我々も注意深くやっていきたいと思って

おります。

○蓬原委員 災害が起きるのは、スマートフォ

ンを持っている場合ばかりではないです。例え

ばサイレンで耳から災害情報や津波が近いよと

いう情報を伝えることもできます。昔は空襲警

報というサイレンがありました。

ハード面の整備が限界であれば、そういうソ

フト面のお知らせをする対策が必要と思います。

国は、南海トラフ海底地震津波観測網Ｎ-netの

整備を進めていますが、その整備状況について

教えてください。

○日高危機管理局長 Ｎ-netは、国がようやく

整備を考えているということを伺っており、本

県にはまだ整備されておりません。Ｎ-netだけ

で地震を予知することは難しく、避難を呼びか

けるツールと連動するまでには、まだ時間がか

かると思います。それまでの間は、行政などが

同報系の無線等を通じて、いかに迅速に情報を

周知できるかということをやっていくものと考

えております。

○蓬原委員 地震の予知は非常に難しいですが、

少しでも予知できないかということで、空白地

帯だった日向灘にＮ-netを整備する方針が決ま

りました。私の質問は、それがいつできるのか

という簡単な質問です。その情報は集めていな

いのですか。

○日高危機管理局長 確認いたしますのでお待

ちください。

○脇谷委員長 暫時休憩いたします。

午前10時34分休憩

午前10時35分再開

○脇谷委員長 再開いたします。

○日高危機管理局長 令和元年度から国が海洋

調査を始め、海底ケーブルや観測機器、接続機

器の作製を行っております。来年度に沖側のシ

ステムが完成し、令和５年度には陸側のシステ

ムが完成する予定のようです。

○蓬原委員 Ｎ-netの陸上局の一つは串間市に

あります。危機管理というのは、将来に対する

備えだと思いますので、危機管理局でもＮ-net

の整備の進捗についてはしっかり押さえて、対

策が遅れることがないようにしてもらいたいで

す。国に対しても、整備についてしっかり要望

をしてほしいですし、関連する情報を掌握して

ほしいと思います。

また、今、ドローンがかなり進化しています。

ドローンは、昔は15分間程度しか飛ばなかった

ですが、今は１時間も飛ぶそうです。15キロ程

度は無線で飛ばせるし、カメラもかなりズーム

アップできるようになっているそうです。

人的被害を少なくするための方法としてドロ

ーンを活用することもできるのではないでしょ

うか。例えば、地震が発生した沖合からドロー

ンを定点で飛ばし、津波がどうやって来るのか

や沿岸にどういう人たちがいるのかを撮影し、

災害対策の本部で映像を見ることもできそうで

す。ドローンは、音は拾えなくても、音は出せ

るそうなので、緊急避難情報をドローンから出

す方法もあると思います。デジタル化の時代で

すので、災害対応にそのような機器を活用する

などの検討をお願いしたいということを、申し
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上げておきます。

○武田委員 防災は、地域に住む人たちにとっ

て切実な話題です。

３ページの県民の防災意識の向上のための啓

発・広報の取組の中に、「自らの命は自ら守る（自

助）の意識を持ち」とあります。これは本当に

そうだと思うのですが、６ページの地区防災計

画や個別避難計画に関わる課題も感じています。

先日、地域住民から、避難路や避難場所を整

備していただいて、本当にありがとうございま

すという話に続いて相談を受けました。３地区

の方がそこの避難場所へ避難するようになって

いるそうですが、地域の高齢化が進んでいるそ

うです。３地区のうちの１地区は、年金生活者

の高齢者ばかりでお金がないので、自治会費に

お金が回せないそうです。自治会の予算のうち、

何を削ろうかという話をする中で、地域に20個

ある街灯を削る話が出たそうです。本末転倒な

話で、相談をされた方には、串間市役所に相談

してくださいという話をしました。

県と市町村が連携しながら防災対策を進めて

いて、せっかく避難路を造っても、夜中に災害

があって、逃げるときに街灯がついていないと

いうのは本末転倒な話だと思います。

自治会として自助・共助していきましょうと

いうのが、本来の姿ということは私も十分理解

していますが、これだけ高齢化が進んでくると、

地域によっては自助・共助できない地域が出て

きています。そうなると、そのような地域の方

は個別避難や地区防災の計画の対象に入ってき

ます。先ほど、市町村の人員等の問題で計画を

作成することが難しい状況だと話が出ていまし

たが、そうだとすると、計画を作ることに一生

懸命になり、地域の実情に沿わない上辺だけの

計画になってしまわないかと心配です。高齢化

が進むと、状況の変化もあり、計画を１年ごと

に見直していかないといけないと思いますが、

県と市町村の意見調整や連携はどうなっていま

すか。僕や皆さんが思っている以上に地域に密

に入っていかないと、計画作成は難しいと思う

のですが、その辺の見解を教えていただきたい

です。

○日高危機管理局長 委員がおっしゃったよう

に、個別避難計画はそれぞれの事情を勘案した

上で作らないといけないと思います。そこの地

区にいるどの人が避難させる側として活動でき

るのかという問題もあります。一律にこうやり

なさいということでできるものではないと思っ

ています。

個別避難計画等の作成は、市町村の努力義務

となっていますが、県としても、今後、市町村

と一緒になって、防災士の方などの地域の人た

ちを巻き込んだ形で向かわないといけないと思

います。

実効力のある計画にするためには時間がかか

ると思いますし、全ての計画をつくるとなると、

市町村はマンパワー的にも厳しいと思います。

今年度、県で研修等の開催を予定しております

ので、そこでの市町村との意見交換を通じて、

問題点や県として支援できることがあるのかな

どについて把握できたらと考えております。

○武田委員 計画を早急に作り、できるだけ現

場に落とし込んでください。地域には、高齢者

や障がい者の方などいろいろな方がいらっしゃ

います。その方々の命ができるだけ助かるよう

に、しっかりと県と市町村との連携をお願いし

たいと思います。

また、７ページからの消防団について質問で

す。消防団員数が減っていく、高齢化で平均年

齢も上がっていくことに、皆さんも危機感を持っ
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ていると思いますし、市町村も危機感を持って

いると思います。

加入促進や定着事業、ＰＲ事業などを一生懸

命されているのは理解できるのですが、本当に

効果が上がっているのかなと感じます。テレビ

ＣＭ放映や啓発活動で消防団の日に広告を打つ

ことで効果があればいいですが、若い人たちが

消防団にもっと加入するためには、視点や考え

方を変えて、何をしたら良いのかなと思います。

僕も幽霊団員です。実際は、人はいるのです

が団員構成も変わりました。昔の団員は、商売

人や農家の方々が多かったですが、今はサラリ

ーマンが多くなり、昼間はみんな仕事に出てい

ます。

９ページには、市町村長が証明書を発行して、

就職活動に有利になるとありますが、実際は、

雇う側は、消防団活動で社員がいなくなってし

まうと困るという側面もあります。もちろん、

しっかりとした経営をされていて、消防団員を

いっぱい雇うことが、社会貢献になると理解を

されている会社もあると思います。地方の小さ

な規模の会社は、消防団員がいて、昼間に従業

員がいなくなったら、仕事は回りません。ちょっ

とした火災や山林火災があると、それが現実に

なります。

実際に消防団に若手が入ってくれて、定着し

てくれて、市町村長が証明書を交付することに

よって、ここの会社は10人しかいない会社だけ

れど、半分は消防団員で、地域に貢献してもらっ

ているということについて地域で理解してもら

えるよう、行政から地域住民に伝えていく取組

もないと、会社や地域で理解を深めてもらえな

いのではないかと思っていますが、どうでしょ

うか。

○佐藤消防保安課長 委員の御指摘のとおり、

全国的に消防団員の確保が問題になっており、

幽霊団員や仕事との兼ね合いの課題が問題に

なっております。本県でも、団員数は若干、減

少傾向にあるので、問題が何かということを把

握できないと、次の対策を打てないところです。

今年度から令和５年度までの事業で、みやざ

き消防団加入定着促進事業をしております。団

員が減っている理由の一つは平均年齢が上がっ

ており、若手が入ってこないということです。

国も多様な人材の活用として、若手や女性、一

旦退職された消防職団員等を対象に考えるよう

示しております。

委員が先ほど言われたような実際の問題点に

ついて、私たちや各市町村が把握しているかと

いう課題があったため、みやざき消防団加入定

着促進事業では、若手や女性の消防団員、今か

ら募集したい対象に近い人たちを集めた意見交

換会を開催し、どうすれば消防団員が集まるの

かや、何が加入の障害になっているのかを聞き

取り、その内容を市町村や消防団にフィードバッ

クして、加入促進に生かしてもらうという取組

をやっております。

○武田委員 報酬の問題などもあると思います

が、幽霊団員は除いて、本当にしっかり取り組

んでいる人だけで話をするなどして、原因をしっ

かり把握することもできると思います。

例えば、防災意識の高い人が集まり、セミプ

ロ集団みたいな、格好良いユニフォームを作る

なども加入に興味を持ってもらうための一案で

す。何が良い方法かは分かりません。若い人の

中にも防災意識が高い人もいっぱいいると思い

ますので、団員数が減少している課題をしっか

りと把握し、ピンポイントで対応をしていただ

きますようお願いします。

○佐藤消防保安課長 みやざき消防団加入定着
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促進事業で若手や女性の意見を収集した上で、

きちんと分析し、結果を各市町村に配り、生か

したいと思います。

○蓬原委員 自治体は、消防団員定数を条例で

定めていると思いますが、この充足率はどうい

う状況かを教えてください。

○佐藤消防保安課長 充足率については、100％

を超えている自治体が２か所ありますが、100％

を満たさないところもあります。

低いところでは、70％台というところもあり、

地域の特性や年ごとに若干変動もあります。

傾向としては、町や村が、やや高い傾向にあ

り、自主防災意識が高い地域が、充足率も高い

という現状になっております。

○蓬原委員 自治体名までは聞きませんが、低

い自治体は、まちの形態としてどういうところ

ですか。

○佐藤消防保安課長 常備消防ができたことに

よって、我々の役目は減ったということで、消

防団の方が抜けて70％台になったところがあり

ます。

場合によっては、今後、定数の見直しを検討

されると思っております。

○右松委員 安田委員と山下委員の質問に関連

した質問です。津波避難タワーを建設してほし

いという要望が地元から上がっているというこ

とでしたが、県としてもそのような要望がある

ことを把握されていますか。

○日高危機管理局長 具体的なことは、私ども

は把握しておりません。

○右松委員 基本的なことだと思います。１ペ

ージの最後に、「すべて完成すれば、県内の津波

避難困難地域は解消される」とありますが、か

なりインパクトの大きい言葉です。解消という

ことは、もうありませんということです。そこ

まで言い切って、本当に大丈夫でしょうか。住

民には心配する声があるわけです。

津波避難困難地域の定義をもう一度教えてく

ださい。

○日高危機管理局長 津波が起きたときに、津

波避難タワーや津波避難ビル、高台などの避難

場所として指定されたところに逃げることが困

難な地域について、困難地域と指定されていま

す。

○右松委員 そういうことではありません。そ

れは誰でも分かります。例えば、津波が発生し

て何分以内に逃げることが可能なのかや直線距

離なのか、道路距離なのかなどの定義を聞いて

います。

○日高危機管理局長 お待ちいただいてよろし

いでしょうか。

○脇谷委員長 暫時休憩します。

午前11時４分休憩

午前11時６分再開

○脇谷委員長 再開します。

○日高危機管理局長 指定につきましては、各

市町村が津波の到達時間と、避難をするまでに

必要な歩数などを計算してそれぞれで決めてお

り、県が一律に基準を決めて指定をしているも

のではありません。

○右松委員 当然、県は各市町村の沿岸地域の

津波避難困難地域について把握されているわけ

ですよね。

○日高危機管理局長 その数字はあると思いま

す。市町村ごとに違うということでございます。

○右松委員 東日本大震災が起きてから10年間

以上、ずっとこの話をしています。津波避難タ

ワーについて、我々も高知県へ視察に行きまし

たが、高知県や静岡県はタワー数の桁が違いま
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した。財政的な問題もありますから、一概に、

良い、悪いということではありません。

2018年８月の時点で、高知県は110基あり、そ

れから３年たっているので増えている可能性も

あります。静岡県は129基でした。同じ、南海ト

ラフ地震に対する備えをしていて、本県との歴

然とした差を感じておりました。県の考え方も

あるでしょうから、しばらくその話題は出して

いませんでしたが。

健常者だけでなく、要援護者もいるわけです

から、想定した津波到達時間で本当に住民が逃

げることが可能なのか、地元の声をしっかりと

受け止めていただきたいと思います。

ソフト面も大事ですが、実際に津波が起きた

ときに、逃げ切れるかどうかは県民の命を守る

という一番大事な部分ですので、地元の声をしっ

かりと聞いて把握してもらいたいです。県とし

ても財政支援をするわけですから、避難タワー

が必要なのかどうかをしっかり考えてもらいた

いと思っています。

○小田危機管理統括監 東日本大震災から10年

がたちました。津波避難タワーの計画は、ある

程度、前の時点の計画です。10年たてば、地域

のありようも変わってくると思います。住民の

方も年齢が上がってきますし、いろいろな施設

が設置されているところもあると思います。

地域の対応が変わることを前提に、どうした

らいいかについて、今後、住民や地域の意見に

ついては、私は把握して回りたいと思っていま

す。

○右松委員 ありがとうございます。資料の「津

波避難困難地域は解消される」という言葉は非

常に強いインパクトがあるので、被害はゼロと

受け止められかねないです。

特に下線が引かれていますので、強い言葉の

印象です。これは、慎重に使うべきだと感じて

いますので、また、いろいろ検討してもらいた

いと思います。

○太田委員 ６ページにある地区防災計画や個

別避難計画が作成されたら、最高だと思います。

これまでの話を聞いていたら、こういう動き

が出てきているのは、県内では延岡市だけとい

うことですね。ほかの地域でも具体的な動きが

出ていますか。

○日高危機管理局長 一部でも作成している自

治体は11市町村あり、全く動いていないわけで

はありません。我々としてはそのようなところ

を支援しながら、全域で個別避難計画ができる

ようにしたいと考えております。

○太田委員 昔は法的な問題から、障がい者の

人がどこにいるのかの情報を、行政から地区の

区長や民生委員に教えることはできませんでし

た。

その辺のきまりは今、少しクリアされている

と思いますが、地区の区長とデイサービスの職

員の人たち、事業所、民生委員も地域住民につ

いていろいろな情報を持っていると思いますが、

その情報の管理が、難しいと思います。亡くな

る人たちもどんどん出てくるわけで、その名簿

の管理が難しいです。ですので、個別避難計画

を作成するに当たって、そのようないろいろな

機関の方と連携して情報をまとめ、管理してい

くことは、とても難しいことと思います。だか

ら、計画の作成は市町村の努力義務になってい

るのだと思いますので、モデル地域で計画がで

きたら、協議の過程や課題も含めて県内の自治

体に知らしめられると良いと思います。

○日高危機管理局長 計画を作ったとしても、

先ほど武田委員がおっしゃったように、更新し

ないといけないですし、助けに行ける人がずっ
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とそこにいるかも分かりません。そういう点も

踏まえて、常に計画を見直さないといけないと

いうこともあり、非常にハードルの高い計画で

す。全地域で計画を作成しようと思うと難しい

と思いますが、作成する過程でどこにどういう

人がいるかなどを知ることにもなりますので、

計画を作成し続けることによって、地域の防災

力の向上も見込まれると思います。

今年、延岡市と問題点を共有しますので、少

しでも他の市町村の計画作成が進むようにもっ

ていきたいと考えております。

○太田委員 私は機能別消防団員制度について

知らなかったのですが、災害時に機能別にさっ

と対応できる人たちが661名もいて、献身的に活

動されているのだと感心しました。

この中の水上バイク隊というのは、どのよう

な活動が期待されているのでしょうか。この方

たちが脚光を浴びるような取組をしないといけ

ないと思いました。

○佐藤消防保安課長 防災バイク隊は、現在、

５市町で計31台が活動しております。特殊な取

組では、日向市では私有車14台が活動されてい

ます。

この防災バイク隊は、基本的にはオフロード

バイクという、大きく細いタイヤで山道を走る

バイクを使っております。このバイクの機動性

や走破性を生かし、４輪車では入れない場所で

情報収集をしてあちこちに伝えたり、えびの市

では物を届けたりする場合にも活用するという

ことです。

水上バイク隊は、宮崎市だけが持っており、

全国でも早い平成19年頃に創られたと聞いてお

ります。10台の私有の水上バイクが、海や川で

も水深があるところで出動するそうです。また、

浸水被害の際の救助活動や行方不明者の捜索活

動が期待されていると聞いております。

○太田委員 分かりました。そういう貢献をさ

れている人たちがいることを、ぜひＰＲしても

らいたいと思います。

○脇谷委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 ないようですのでこれで終わり

たいと思います。

執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

午前11時３分休憩

午前11時４分再開

○脇谷委員長 委員会を再開いたします。

それでは、協議事項（１）の「県外調査・県

内調査について」であります。

まず、10月に予定していた県外調査の実施の

可否については、正副一任いただいたところで

す。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全

国的に続いていることから、中止することとい

たしましたので、御了承ください。

代わりに、延期となっていた県内調査の２回

目を実施することで準備を進めています。

資料１の日程表を御覧ください。視察先の都

合を考慮し、当初の行程を一部変更しておりま

す。

当日は10時県庁出発です。服装は夏季軽装で

す。

日向市の道の駅とうごうで昼食を食べた後、

午後から椎葉村を訪問し、土砂災害現場と交流

拠点施設かてりえを視察します。宿泊は、椎葉

村内です。

２日目は、午前中に諸塚村を訪問し、地方創

生や地域防災の人材育成の取組について意見交

換を行い、昼食を諸塚村内で食べた後、午後は
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西都市のコワーキングスペースを訪問し、県立

学校の就職支援エリアコーディネーターの方と

県立高校生の就職の状況などについて意見交換

を行う予定です。

なお、椎葉村については、県内の新型コロナ

ウイルスの感染症状況に応じて、村外者の施設

利用制限をしているようです。

今後の県内の感染状況によっては、行程の変

更もありますが、その場合は、改めてお知らせ

いたします。

次に、協議事項（２）の「次回委員会につい

て」です。

11月は、11月２日に開催を予定しております。

資料２を御覧ください。

これまでの委員会の調査内容を表にまとめて

います。

調査できる日程は、原則、11月と12月の残り

２回になります。

追加で調査をすべき部分や執行部への説明資

料要求について、何か御意見や御要望はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 暫時休憩します。

午前11時８分休憩

午前11時10分再開

○脇谷委員長 委員会を再開します。

それでは、詳細な内容は、正副委員長に御一

任いただき、先方との調整が済み次第、改めて

お知らせをさせていただきます。

最後に、協議事項（３）の「その他」で、委

員の皆様から何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○脇谷委員長 次回の委員会は11月２日火曜日、

午前10時からを予定しております。

以上で本日の委員会を閉会いたします。あり

がとうございました。

午前11時11分閉会
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